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開 会  午前１０時００分 

    

１１１１    開会宣告開会宣告開会宣告開会宣告    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）おはようございます。ただいまの出席議員は１２名全員です。これより平成 

２７年第３回白馬村議会臨時会を開会いたします。 

 

２２２２    議事日程の報告議事日程の報告議事日程の報告議事日程の報告    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）ただちに本日の会議を開きます。酒井上下水道課長が所用により欠席のため、 

横山上下水道係長が出席しておりますので報告いたします。 

本日の議事日程は、お手元に配布してあります資料のとおりです。 

    

日程第１日程第１日程第１日程第１    会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）日程第１ 会議録署名議員の指名をいたします。 

  会議規則第１１９条の規定により第９番 田中榮一議員 第１０番 太谷正治議員 第 

１１番 北澤 禎二郎議員  以上３名を指名いたします。 

    

日程第２日程第２日程第２日程第２    会期の決定会期の決定会期の決定会期の決定    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日、１日限りの１日間といたしたいと思います 

が、本日１日間と決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議議議議長長長長（横田孝穗（横田孝穗（横田孝穗（横田孝穗））））異議なしと認めます。よって本臨時会の会期は、本日１日限りの１日間と決 

定いたしました。 

    

日程第３日程第３日程第３日程第３    村長あいさつ村長あいさつ村長あいさつ村長あいさつ    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）日程第３ 村長より招集のあいさつを求めます。下川村長。 

村村村村長（下川正剛長（下川正剛長（下川正剛長（下川正剛））））平成２７年第３回白馬村議会臨時会を招集いたしましたところ、議員全員の 

ご参集を賜り、厚くお礼申し上げます。 

     白馬の里にも、こぶしの花がほころび、ようやく吹く風が柔らかな季節となりました。ま 

た、村内ではゴールデンウィークを迎えるにあたり、自然の中で大切に育まれている貴重な 

自然環境といった地域資源を、多くの村民の皆様や観光客の皆様に楽しんでいただくことを 

願うものであります。    

  さて、地方創生元年を迎え、全国の自治体に衝撃を与えた「増田レポート」では、今の自 

治体のおよそ半分の８９６の自治体が消滅可能性都市とされました。それを受け本格的に地 

方創生の取り組みがはじまることとなり、全ての自治体が中長期的な視点で自治体運営をし 

ていかなくてはいけない時代を迎えております。 

  本村では、本年度において「白馬村第５次総合計画」の策定年にあたり、国が示している 

地方創生の総合戦略についても、全自治体で取り組むこととなり、本村でも総合計画と同時 

並行で作業を進める体制を整えているところであります。 
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  この２つの計画が重なる本年度は、村としても大きな節目と捉えておりますので、多くの 

皆様から知恵やご提言をいただき、新たな総合計画の基本理念を構築するとともに力強く前

進するため、議員各位、並びに村民の皆様の御理解と御協力を切にお願いを申し上げます。 

  本臨時会では、契約案件２件で災害関連工事請負契約の締結に当たり、議会の議決をお願 

いするものです。その他に、報告案件１件でありますので、慎重なご審議を賜りますようお 

願いを申し上げます。 

  議員各位におかれましては、まもなく任期後半を迎えられますが、村民の代表として、魅 

力と活力のある白馬村の発展と創造に向け、今後とも一層の御指導と御協力をお願い申し上 

げます。そして本臨時会の開会にあたりましてのご挨拶といたします。よろしくお願いい 

たします。 

                            

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）これより、報告事項にはいります。 

なお、本臨時会の質疑につきましては、会議規則第５５条の規定により、１議員１議題に

つき３回まで、また、会議規則第５４条第３項の規定により、自己の意見を述べることがで

きないと、定められておりますので、申し添えます。 

 

日日日日程第４程第４程第４程第４    報告第５報告第５報告第５報告第５号号号号    損害賠償事件に損害賠償事件に損害賠償事件に損害賠償事件に係る係る係る係る損害賠償額の専決処分報告について損害賠償額の専決処分報告について損害賠償額の専決処分報告について損害賠償額の専決処分報告について    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）日程第４ 報告第５号 損害賠償事件に係る損害賠償額の専決処分報告につ 

いての報告に入ります。報告を求めます。吉田総務課長。 

総務課長（吉田久夫総務課長（吉田久夫総務課長（吉田久夫総務課長（吉田久夫））））報告第５号 損害賠償事件に係る損害賠償額の専決処分報告につきまし 

てご説明いたします。 

  損害賠償事件に係る損害賠償額の決定について地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第２項の規定により報告するものでござい

ます。 

  １枚おめくりをください。今回９件についての損害賠償額の決定で、その内容でございま

すが、専決第１１号は平成２７年３月１日の午後９時頃、白馬村大字北城３０２０番地４９

付近の村道０１０５号線において、損害賠償請求者が所有し運転する軽乗用車が時速４０キ

ロで走行中、本村が管理する道路の路面の穴に右側前後輪を落とし、右側前後輪のタイヤ及

びホイールを損傷させたものであります。村は損害賠償請求者に対して道路管理者としての

過失割合を５０パーセントとした示談により、車両の修理代金２１，７６２円を賠償したも

のであります。 

  おめくりいただき、専決第１２号は平成２７年２月５日の午後８時３０分頃、白馬村大字

神城１１２９０番地付近の村道３１４９号線において、損害賠償請求者が所有し運転する軽

乗用車が時速４０キロで走行中、本村が管理をする道路の路面の穴に左側後輪を落とし、左

側後輪のタイヤ及びホイールを損傷させたもの、村は損害賠償請求者に対して道路管理者と

しての過失割合を８０パーセントとした示談により、車両の修理代金２３，１０３円を賠償

したものであります。 

専決第１３号は平成２７年２月６日午前７時頃、白馬村大字神城１１６３２番地５付近の

村道１０８２号線上において、損害賠償請求者が所有し運転する軽乗用車が時速３０キロで
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走行中、本村が管理する道路の路面の穴に左側後輪を落とし、左側後輪のタイヤ及びホイー

ルを損傷させたものであります。村は損害賠償請求者に対して道路管理者としての過失割合

を５０パーセントとした示談により、車両の修理代金１７，６８０円を賠償したものです。 

  おめくりをいただき、専決第１４号は平成２７年２月１７日午後８時頃、白馬村大字北城

９５４９番地１７付近の村道０１０５号線において、損害賠償請求者が所有し運転する乗用

車が時速４０キロで走行中、本村が管理する道路の路面の穴に右側前輪を落とし、右側前輪

のタイヤを損傷させたものであります。村は損害賠償請求者に対して道路管理者としての過

失割合を５０パーセントとした示談により、車両の修理代金７，５６０円を賠償したもので

す。 

専決第１５号は平成２７年２月１６日午後４時３０分頃、白馬村大字北城９５４９番地１

７付近の村道０１０５号線において、損害賠償請求者が所有し運転する乗用車が走行中に、

本村が管理する道路の路面の穴に右側前輪を落とし、右側前輪のタイヤを損傷させたもので

あります。村は損害賠償請求者に対して道路管理者としての過失割合を５０パーセントとし

た示談により、車両の修理代金６，７５０円を賠償したものです。 

 おめくりいただき、専決第１６号は平成２７年２月１６日午後７時頃、白馬村大字北城９

５４９番地１７付近の村道０１０５号線において、損害賠償請求者が所有し運転する乗用車

が時速４０キロで走行中、本村が管理する道路の路面の穴に左側前輪を落とし、左側前輪の

タイヤ及びホイールを損傷させたものです。村は損害賠償請求者に対して道路管理者として

の過失割合を５０パーセントとした示談により、車両の修理代金４６，４４０円を賠償した

ものです。 

専決第１７号は平成２７年２月１９日午後１０時頃、白馬村大字北城１３７３０番地付近

の村道０２０６号線において、損害賠償請求者が所有しその子が運転する軽乗用車が走行中、

本村が管理する道路の路面の穴に右側前輪を落とし、右側前輪のタイヤ及びホイールを損傷

させたものです。村は損害賠償請求者に対して道路管理者としての過失割合を５０パーセン

トとした示談により、車両の修理代金２２，５００円を賠償したものです。 

 おめくりいただき、専決第１８号は平成２７年２月１２日午後４時５０分頃、白馬村大字

北城９５４９番地１７付近の村道０１０５号線において、損害賠償請求者が所有し運転する

軽乗用車が時速４０キロで走行中、本村が管理する道路の路面の穴に右側前輪を落とし、右

側前輪のタイヤ及びホイールを損傷させたものです。村は損害賠償請求者に対して道路管理

者としての過失割合を５０パーセントとした示談により、車両の修理代金４，９６８円を賠

償したものでございます。 

専決第１９号は平成２７年２月１１日午前７時３０分頃、白馬村大字神城１１６３２番地

５付近の村道１０８２号線において、損害賠償請求者が所有し運転する軽乗用車が時速５０

キロで走行中、本村が管理する道路の路面の穴に左側前後輪を落とし、左側前後輪のタイヤ

及びホイールを損傷させたものであります。村は損害賠償請求者に対して道路管理者として

の過失割合を５０パーセントとした示談により、車両の修理代金６２，１００円を賠償した

ものでございます。 

説明は以上でございます。 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）説明が終わりました。質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）質疑なしと認め、質疑を終結いたします。本件は、報告事項ですので、以上 

で、日程第４ 報告第５号は終了いたします。以上をもちまして報告事項は終了いたしまし

た。 

これより議案の審議に入ります。 

 

日程第５日程第５日程第５日程第５    議案第議案第議案第議案第３５３５３５３５号号号号    工事請負契約の締結について工事請負契約の締結について工事請負契約の締結について工事請負契約の締結について     

議長（横田孝穗議長（横田孝穗議長（横田孝穗議長（横田孝穗））））お諮り致します。 

日程第５ 議案第３５号及び日程第６ 議案第３６号は、会議規則第３９条第３

項の規定により、委員会付託を省略することといたしたいと思いますが、これにつ

いて採決いたします。この採決は、起立によって行います。 

日程第５ 議案第３５号及び 日程第６ 議案第３６号は、会議規則第３９条第

３項の規定により、委員会付託を省略することに賛成の方の起立を求めます。 

              （起 立 全 員） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）起立全員です。よって、議案第３５号及び議案第３６号の委員会付

託を省略する件は可決されました。 

したがって委員会付託を省略し、質疑・討論・採決をすることにいたしました。 

日程第５ 議案第３５号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

説明を求めます。山岸建設課長。 

建設建設建設建設課長課長課長課長（山岸茂幸（山岸茂幸（山岸茂幸（山岸茂幸））））議案第３５号 工事請負契約の締結について。 

次のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の

議決に付するべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議

決を求めるものです。 

１．契約の目的  平成２６年度公共災害道路災害復旧工事 

（村道１０８２号線 三日市場５） 

２．契約金額   ８１，０００，０００円 

３．契約の相手方 白馬村大字神城６８４８番地５ 

 姫川建設株式会社  

代表取締役 西沢 信男  

でございます。本件は平成２６年度から繰越した予算で執行いたします長野県神城断層地震 

で被災しました村道の災害復旧に関わる工事の請負契約議案でございます。   

  村内に本社を持ち特定建設業の許可を有し、舗装の経営事項審査点数７００点以上の者で

本村に指名願いを提出している５社を指名し、今月１５日に入札を行いました。入札は株式

会社大糸、姫川建設株式会社、株式会社宮尾建設、株式会社白馬三津野、株式会社落田の５

社により実施しましたところ姫川建設株式会社がご覧の金額で落札したものです。 

以上で、説明を終わり�ます。    

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田議長（横田議長（横田議長（横田孝穗）孝穗）孝穗）孝穗）「質疑なし」と認め、質疑を終結いたします。 
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討論に入ります。討論は、ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）「討論なし」と認め、討論を終結いたします。採決をいたします。 

議案第３５号 工事請負契約の締結についてを原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

             （起 立 全 員） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）起立全員です。 

よって、議案第３５号は、原案のとおり可決されました。 

    

日程第６日程第６日程第６日程第６    議案第３６議案第３６議案第３６議案第３６号号号号    工事請負契約の締結について工事請負契約の締結について工事請負契約の締結について工事請負契約の締結について     

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）日程第６ 議案第３６号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。

説明を求めます。横山上下水道係長。 

上下水道係長（横山廣毅上下水道係長（横山廣毅上下水道係長（横山廣毅上下水道係長（横山廣毅））））議案第３６号 工事請負契約の締結につきましてご説明いたします。 

次のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の

議決に付するべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議

決を求めるものです。 

１．契約の目的  平成２６年度 長野県神城断層地震に伴う 

白馬村公共下水道 災害復旧工事 

２．契約金額、  ８８，５６０，０００円 

３．契約の相手方 白馬村大字北城６０２９番地  

株式会社 白馬三津野  

代表取締役 松澤 秀明  

 でございます。 

  なお、本件につきましては工事の箇所といたしまして大出地区。入札は４月７日に実施い

たしております。説明は以上でございます。 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）「質疑なし」と認め、質疑を終結いたします。討論に入ります。討論は、あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）「討論なし」と認め、討論を終結いたします。採決をいたします。 

  議案第３６号 工事請負契約の締結について、は原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（起 立 全 員）  

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）起立全員です。 

よって、議案第３６号は、原案のとおり可決されました。 

これで、本臨時会に付された議事日程は、すべて終了いたしました。 

以上をもちまして、平成２７年 第３回 白馬村議会臨時会を閉会といたします。 

大変、ご苦労さまでした。 
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閉 会 午前１０時２０分 

 

以上、会議の顛末を記載し、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

   平成  年   月   日 

 

     白馬村議会議長 

    

     白馬村議会議員 

 

     白馬村議会議員 

 

     白馬村議会議員 

 


